
お問い合わせ 山口県労働委員会事務局
〒７５３－８５０１ 山口市滝町１－１（山口県庁７階）
TEL：０８３－９３３－４４４４ FAX：０８３－９２８－７０７２
Email：a34000@pref.yamaguchi.lg.jp

※ 詳細については別途調整させていただきます 。
※ なお、紛争事件の処理が重なる等により委員の日程の確保が困難な場合は、お断りさせていただくことが

ございますのでご了承ください。
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詳しくはW  E  Bで

職場のトラブル
事前に防ぎたい！

働く人は守られ
ているの？



【学校】基本ルールをわかりやすく説明

契約どおり働いたのに、
会社の売上げ減少で、
賃金を３割カットする
と言われました。

労働契約の内容を、使用者が
労働者の同意なくして、労働
者に不利益に変更することは
原則としてできない（労働契
約法８条、９条）。

通勤中に、けがをしてしまい
ました。使用者に話したので
すが、治療費は自分でもつよ
うにと言われました。

正社員でもアルバイトでも、
仕事（通勤時を含む）が原因
でケガをしたり、病気になっ
た場合、労災保険が適用され、
自分で負担する必要はありま
せん。

【団体】実際の課題も踏まえつつ説明

・職場のトラブル予防
・時間外労働と残業代
・職場におけるハラスメント
・テレワークをめぐる労働法上の諸問題 など

※実施に当たっては、可能な限りご要望に
応じますので、ご相談ください。


